
Ａ 雇用保険における年齢の については、その者の出生日 生日）

10 月 11 日）をもって 65

」や

う名称、事業主や労働者の らず、被保険者として していただく

3

20

31

Ａ 31

1

らず 31

は、31

10 12 65

い バイ い

ー を
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徴収

ハローワー

ク

ハローワーク

ハローワーク

  ※ マイナンバーを記載して提出してください。 
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※　株式会社等の取締役等であって従業員としての身分を有する者、事業主と同

居している親族、 在宅勤務者についての届出である場合には、 雇用関係を確認

するための書類の提出が必要です。( 様式が必要な場合はハローワーク窓口にお

申し出ください｡)

※　①〜⑥に該当する場合には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿 (タイムカード等 )、

その他社会保険の資格取得関係書類等その労働者を雇用したこと及びその年月

日が明らかなもの、 有期契約労働者である場合には、書面により労働条件を確

認できる就業規則、 雇用契約書等の添付が必要です。また、ハローワークで確認

の必要がある場合は、 別途確認できる書類を求めることがあります。

ハローワー

ク

ハローワーク

ハローワーク

  ※ マイナンバーを記載して提出してください。 

− 33 −

※　株式会社等の取締役等であって従業員としての身分を有する者、事業主と同

居している親族、 在宅勤務者についての届出である場合には、 雇用関係を確認

するための書類の提出が必要です。(様式が必要な場合はハローワーク窓口にお

申し出ください｡)

※　①〜⑥に該当する場合には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿 (タイムカード等 )、

その他社会保険の資格取得関係書類等その労働者を雇用したこと及びその年月

日が明らかなもの、 有期契約労働者である場合には、書面により労働条件を確

認できる就業規則、 雇用契約書等の添付が必要です。また、ハローワークで確認

の必要がある場合は、 別途確認できる書類を求めることがあります。
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１ 9 1 0 1 １

適用　優子

2 3 4 5 6

テ キ ヨ ウ ユ ウ

7

4 9 0 0 1 0 2 0 3

5 532 2 1

1

17

2

0 2

03 0

4 0

東京都千代田区霞が関 1 - 2 - 2

株式会社雇用保険　代表取締役　雇用太朗

03 - 5253 - 1111

ウウ
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ウ

5 0 8 0 7

4 0 0 0

2 １

4 9 0

0 1 2

2

0 9 8

9 8

7 6 5 4 3

１

8 8 8

コ

23

29

　また、「２」、「３」、「
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８

805

5 4 9 0 0

適 用 良 太

給 付 次 郎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3

テキヨウ　リョウタ

キュウフ　シ ゛ロウ

0 2 0 9 0 94

5 9 0 2 1 93

1

1

1 2 0 0

1 2 1 0

0 0 0 1 1 1 0

８

− 36 −



８

805

5 4 9 0 0

適 用 良 太

給 付 次 郎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3

テキヨウ　リョウタ

キュウフ　シ ゛ロウ

0 2 0 9 0 94

5 9 0 2 1 93

1

1

1 2 0 0

1 2 1 0

0 0 0 1 1 1 0

８6

６05

5 4 9 0 0

適 用 良 太

給 付 次 郎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3

テキヨウ　リョウタ

キュウフ　シ ゛ロウ

0 2 0 9 0 94

5 9 0 2 1 93

1

1

1 2 0 0

1 2 1 0

0 0 0 1 1 1 0
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5令和

令和 令和

５05

5

令和

4 9 0 0

適 用 良 太

給 付 次 郎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3

テキヨウ　リョウタ

キュウフ　シ゛ロウ

0 2 0 9 0 94

5 9 0 2 1 93

1

1

1 2 0 0

1 2 1 0

0 0 0 1 1 1 0

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

※ マイナンバーを記載して提出してください。 

※ マイナンバーを記載して提出してください。 
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7

10

4
5

6

8

様式第4号（第7条関係）（第1面）

８

ホケン　リョウコ

熊本市中央区大江6丁目1番53号

女

7 5

本人から転職希望の申し出があった

熊本市西区春日2-10-1

株式会社　労働局
代表取締役　労働大介
096-211-1703

5000-223344-5 4301-785623-1 4-300401

3-590801 43010

令和

5 0 8 0 6 3 0 4 0 0

20 197 864 531 2

02 1 1

1 5 1 0 3

資格喪失届

印 印

国籍・地域

熊本

19
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7

10

4
5

6

8

様式第4号（第7条関係）（第1面）

８

ホケン　リョウコ

熊本市中央区大江6丁目1番53号

女

7 5

本人から転職希望の申し出があった

熊本市西区春日2-10-1

株式会社　労働局
代表取締役　労働大介
096-211-1703

5000-223344-5 4301-785623-1 4-300401

3-590801 43010

令和

5 0 8 0 6 3 0 4 0 0

20 197 864 531 2

02 1 1

1 5 1 0 3

資格喪失届

印 印

国籍・地域

熊本

19
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7

10

4
5

6

8

様式第4号（第7条関係）（第1面）

6

ホケン　リョウコ

熊本市中央区大江6丁目1番53号

女

7 5

本人から転職希望の申し出があった

熊本市西区春日2-10-1

株式会社　労働局
代表取締役　労働大介
096-211-1703

5000-223344-5 4301-785623-1 4-200401

3-490801 43010

令和

5 0 6 0 6 3 0 4 0 0

20 197 864 531 2

02 1 1

1 5 1 0 3

資格喪失届

印 印

国籍・地域

熊本

19
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7
「
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
」

10
「
個
人
番
号
」

・
４
欄
に
記
載
し
た
年
月
日
現
在
の

　
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
必
ず
番
号
確
認
と
身
元
確
認
の
本
人
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
個
人
番
号

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

4
5

6

8

事業主の方の自筆による署名又は記名押印

してください。

被保険者に該当しなくなった日の前日を

記入してください。

様式第4号（第7条関係）（第1面）

5

ホケン　リョウコ

熊本市中央区大江6丁目1番53号

女

7 5

本人から転職希望の申し出があった

熊本市西区春日2-10-1

株式会社　労働局
代表取締役　労働大介

096-211-1703

5000-223344-5 4301-785623-1 4-200401

3-490801 43010

令和

5 0 5 0 6 3 0 4 0 0

21 3 54 6 87 9 10 2

02 1 1

1 5 1 0 3

資格喪失届

印 印

国籍・地域
（裏　面）

　昭和56年7月6日（トータルシステム実施）前に資格取得され、同日以降、転出届

や氏名変更届等の処理をしていない方の記入例はP54を参照してください。

熊本

19

・15欄は、在留カードの番号を記入して下さい。

（継続雇用制度あり）
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ください。
ハ

ローワーク

　また、電子申請の場合は、離職者の電子署名を付与するか離
職証明書の記載内容を確認したことを証明する書類（確認）を
添付して下さい。

　　　　　離職者本人の氏名を記入していただくようにしてく

ださい。

ア　「離職日の翌日」欄には、④欄の翌日を記入してください。

イ　左側の月日欄には、離職日の属する月から遡った各月における「離職日の翌

日」に応当する日を記入してください。もし、応答日がない場合は、その月の

末日を記入してください。

ウ　右側の月日欄には、離職日に応当する日を記入してください。もし応当する

日がない場合は、その月の末日又は末日の前日を記入してください。

エ　離職日以前2年間（高年齢被保険者の場合は１年間）について（24か月ま

で）記入しますが、完全月で⑨欄の日数が11日以上の欄が12か月以上（高年齢

被保険者の場合は６か月以上）あればそれ以前の期間は省略できます。

　　離職日が令和２年８月１日以降であって、⑨欄の日数が11日以上の完全月が

12か月以上（高年齢被保険者の場合は６か月以上）ない場合は、⑨欄の日数が

10日以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を

⑬欄に記入してください。

　　また、疾病、傷病等で30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合

は、最大離職日以前4年の期間を記入できる場合があります。

　　なお、一葉に書ききれない場合は、「続紙」として別葉に記入してくださ

い。

・「基礎日数」とは、⑨欄の場合は⑧欄の、⑪欄

　の場合は⑩欄の期間において賃金支払の対象と

　なった日数のことです。

　日数の数え方は賃金形態によって異なります。

❶１日や１時間あたりの単価が決まっていて、就

　労した日数や時間に応じて賃金が支払われる、

　いわゆる「日給制」や「時間給制」の場合、賃

　金額はⒷ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の出勤日数（有給休暇も含みます）を記

　載します

❷１か月の賃金が決まっていて、欠勤しても減額

　が行われない、いわゆる「完全月給制」の場合、

　賃金額はⒶ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の暦日数（30、31等）を記載します

❸１か月の賃金が決まっていて、欠勤すると欠勤

　数に応じて減額が行われる等、いわゆる「日給

　月給制」の場合、賃金額はⒶ欄に記入します。

　１日あたりの減額の額の算定の方法の例は以下

　のようになります。

　❸−１　欠勤１日について、

　「基本給」×
暦日数（30または31日）

を減額する場合

　　　　⇩
　　各期間の暦日数（30、31日等）−欠勤日数を記

　　載します。（⑨⑪欄）

　❸−２　欠勤１日について、

　「基本給」×
各月又は１か月あたりの所定労働日数

を減額する場合

　　　　⇩
　　各月又は１か月あたりの所定労働日数−欠勤日数

　　を記載します。（⑨⑪欄）

※上の例以外の賃金形態の場合は、ハローワークの

　窓口までおたずねください。

⑨、⑪、⑫欄の記載について

１

１

⑩「賃金支払対象期間」

・賃金締切日の翌日から賃金締切日まで記入してください。

・離職日以前２年間を記入します。ただし、完全月（例１月21日〜２月20日）で⑪欄の

基礎日数11日以上が、６か月以上記入があればそれ以前は省略できます。

　　離職日が令和２年８月１日以降であって、⑪欄の日数が11日以上の完全月が６か月

以上ない場合は、⑪欄の日数が10日以下の期間について、当該期間における賃金支払

の基礎となった時間数を⑬欄に記入してください。

　　なお、労働者が船員の場合で、乗船・下船時等で大きく変動する賃金が定められてい

る場合は、完全月で⑪欄の基礎日数11日以上が12段必要な場合があります。

５

80時間

⑬「備考」

・参考事項を記入してください。

　例えば、賃金未払、休業、賃金締切日変更等。

・離職日が令和２年８月１日以降であって、⑨欄の日数が11日以上の完全月（例：

８月18日〜９月17日）が12か月以上（高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者

の場合は６か月以上）ない場合、または、⑪欄の日数が11日以上の完全月が６か

月ない場合は、⑨欄及び⑪欄の基礎日数が10日以下の期間について、当該期間に

おける賃金支払の基礎となった時間数を記入してください。

⑮「署名」

・離職者に⑦欄以外の記載内容を確認させたうえ氏名を記載させてください。

　なお、本人の署名がとれないときは、その理由を記載し事業主の氏名を記載して

ください。（電子申請の場合は、証明書を添付して下さい。）

⑭「賃金に関する特記事項」

・毎月決まって支払われる賃金以外の賃金のうち、３か月以内の期間ごとに支払わ

れるもの（以下「特別の賃金」という。）がある場合に、⑧欄に記載した期間内

に支払われた特別の賃金の支給日、名称および支給額を記入してください。

　なお、記入しない場合には斜線を引いてください。※賃金の解釈については、68

ページ参照
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　金額はⒷ
　　　　⬇

　載します

　賃金額はⒶ
　　　　⬇

Ⓐ

　「基本給」×

　　　　⇩

　「基本給」×

　　　　⇩

⑨、⑪、⑫欄の記載について

１

１

⑩「賃金支払対象期間」

・

　　 てい

６

80時間

⑬「備考」

⑮「署名」

⑭「賃金に関する特記事項」
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ください。
ハ

ローワーク

　また、電子申請の場合は、離職者の電子署名を付与するか離
職証明書の記載内容を確認したことを証明する書類（確認）を
添付して下さい。

　　　　　離職者本人の氏名を記入していただくようにしてく

ださい。

ア　「離職日の翌日」欄には、④欄の翌日を記入してください。

イ　左側の月日欄には、離職日の属する月から遡った各月における「離職日の翌

日」に応当する日を記入してください。もし、応答日がない場合は、その月の

末日を記入してください。

ウ　右側の月日欄には、離職日に応当する日を記入してください。もし応当する

日がない場合は、その月の末日又は末日の前日を記入してください。

エ　離職日以前2年間（高年齢被保険者の場合は１年間）について（24か月ま

で）記入しますが、完全月で⑨欄の日数が11日以上の欄が12か月以上（高年齢

被保険者の場合は６か月以上）あればそれ以前の期間は省略できます。

　　離職日が令和２年８月１日以降であって、⑨欄の日数が11日以上の完全月が

12か月以上（高年齢被保険者の場合は６か月以上）ない場合は、⑨欄の日数が

10日以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を

⑬欄に記入してください。

　　また、疾病、傷病等で30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合

は、最大離職日以前4年の期間を記入できる場合があります。

　　なお、一葉に書ききれない場合は、「続紙」として別葉に記入してくださ

い。

・「基礎日数」とは、⑨欄の場合は⑧欄の、⑪欄

　の場合は⑩欄の期間において賃金支払の対象と

　なった日数のことです。

　日数の数え方は賃金形態によって異なります。

❶１日や１時間あたりの単価が決まっていて、就

　労した日数や時間に応じて賃金が支払われる、

　いわゆる「日給制」や「時間給制」の場合、賃

　金額はⒷ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の出勤日数（有給休暇も含みます）を記

　載します

❷１か月の賃金が決まっていて、欠勤しても減額

　が行われない、いわゆる「完全月給制」の場合、

　賃金額はⒶ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の暦日数（30、31等）を記載します

❸１か月の賃金が決まっていて、欠勤すると欠勤

　数に応じて減額が行われる等、いわゆる「日給

　月給制」の場合、賃金額はⒶ欄に記入します。

　１日あたりの減額の額の算定の方法の例は以下

　のようになります。

　❸−１　欠勤１日について、

　「基本給」×
暦日数（30または31日）

を減額する場合

　　　　⇩
　　各期間の暦日数（30、31日等）−欠勤日数を記

　　載します。（⑨⑪欄）

　❸−２　欠勤１日について、

　「基本給」×
各月又は１か月あたりの所定労働日数

を減額する場合

　　　　⇩
　　各月又は１か月あたりの所定労働日数−欠勤日数

　　を記載します。（⑨⑪欄）

※上の例以外の賃金形態の場合は、ハローワークの

　窓口までおたずねください。

⑨、⑪、⑫欄の記載について

１

１

⑩「賃金支払対象期間」

・賃金締切日の翌日から賃金締切日まで記入してください。

・離職日以前２年間を記入します。ただし、完全月（例１月21日〜２月20日）で⑪欄の

基礎日数11日以上が、６か月以上記入があればそれ以前は省略できます。

　　離職日が令和２年８月１日以降であって、⑪欄の日数が11日以上の完全月が６か月

以上ない場合は、⑪欄の日数が10日以下の期間について、当該期間における賃金支払

の基礎となった時間数を⑬欄に記入してください。

　　なお、労働者が船員の場合で、乗船・下船時等で大きく変動する賃金が定められてい

る場合は、完全月で⑪欄の基礎日数11日以上が12段必要な場合があります。

５

80時間

⑬「備考」

・参考事項を記入してください。

　例えば、賃金未払、休業、賃金締切日変更等。

・離職日が令和２年８月１日以降であって、⑨欄の日数が11日以上の完全月（例：

８月18日〜９月17日）が12か月以上（高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者

の場合は６か月以上）ない場合、または、⑪欄の日数が11日以上の完全月が６か

月ない場合は、⑨欄及び⑪欄の基礎日数が10日以下の期間について、当該期間に

おける賃金支払の基礎となった時間数を記入してください。

⑮「署名」

・離職者に⑦欄以外の記載内容を確認させたうえ氏名を記載させてください。
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△令和

（ の日 を基本給の支 い対象と 月給制の場合） 
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△令和

（一定の日数を基本給の支払い対象とする月給制の場合） 

△令和

（勤務を要しない日は、基本給の支

６

給対象としない月給制の場合）

［例示説明］

土曜日、日曜日及び祝日の勤務を要しない日は、基本給の支給対象としない月給制。8月24日～8月26日の3日間欠勤したため、

賃金が事業所の就業規則等に基づき減額された場合、基礎日数も3 日減ぜられる。

［記入留意事項］

　⑨⑪欄には、土日祝日及び欠勤日を除いた日数（実際に勤務した日、有給休暇等賃金支払の基礎となった日）を記載し、⑫

欄には減額後の賃金額を記載してください。

［参考］

　日給月給者 月額150,000 円、皆勤手当10,000 円

熊本　太郎

熊本太郎

熊本市中央区水前寺１-２

8/26 欠勤

8/24,8/25 欠勤

31,250

160,000

143,750

137,500

160,000

160,000

160,000

０９６

21

19

18

22

22

18

21

22

20

20

19

18

５

19

19

20

20

23

17

３５５ ００００

862 0950　

クマモト　　タロウ
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令和

休業期間中の
所定休日２日

△

８
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19,305

11,739
18

21
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❷❸

　（例）６月10日（金）、６月13日（月）
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令和 △

９

R△

⑯離職者本人の判断

・離職者が離職する日までに、必ず事業主

の記入した離職理由を確認させ、離職者

本人に、事業主が○をつけた離職理由に

意義「有り・無し」のいずれかを○で囲

ませたうえ、本人の氏名を記載させてく

ださい。

　このとき、賃金計算等が未処理のため、

まだ離職証明書左側の各欄に記入されて

いない段階でもかまいません。

　なお、離職者が帰郷その他やむを得ない

理由により氏名の記入ができないときは、

⑯欄にその理由を記入し、事業主の氏名

を記載してください。

− 50 −
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ハローワーク
ハローワーク

［持参いただく資料］就業規則等

5 5 の「労働者の判断によるもの」の（1）の「職場における事情による退職」

労働者の方が職場（事業所）における事情により離職をされた場合がこの区分に該当します。

① 5(1)①「労働条件に係る問題（賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等）が

あったと労働者が判断したため」

賃金の低下、賃金の一定割合が支払期日までに支払われないなどの賃金遅配、事業停止に伴い休

業手当が継続して支払われること、過度な時間外労働など労働条件に重大な問題（実際の労働条

件が採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む。）があったこと、又は事業所におい

て危険もしくは健康被害の発生するおそれのある法令違反等があり、行政機関の指摘にもかかわ

らず改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日がわかる

預金通帳、タイムカード（写）等時間外労働がわかるものなど

② 5(1)②「事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動（故意の排斥、嫌

がらせ等）を受けたと労働者が判断したため」

上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメントや妊娠、

出産等に関するハラスメントを含む。）等、就業環境に係る重大な問題があったため離職した場合

がこれに該当します。

【持参いただく資料】特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更の嫌がらせがあった場

合には、配置転換の辞令（写）、労働契約書など

③ 5(1)③の「妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題（休業等の申出拒否、妊娠、出産、

休業等を理由とする不利益取扱い）があったと労働者が判断したため」

育児休業、介護休業等の申出をしたが、正当な理由なく拒まれた場合、妊娠、出産、休業等

の申出又は取得したことを理由とする不利益取扱いを受けた場合、育児・介護休業法、労働基

準法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の労働者保護法令

に違反し、又は措置されなかった場合に離職した場合がこれに該当します。

④ 5(1)④「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」

人員整理に伴い、当該事業所の労働者の 3 分の 1 を超える者が離職した場合、事業主が大量

離職届（１か月に 30人以上の離職を予定）をハローワークに提出しなければならないような事

業所の縮小が行われた場合又は行われることが確実であることといった職場の事情を考慮して

離職した場合がこれに該当します。

⑤ 5(1)⑤「職種転換等に適応することが困難であったため」

長期間にわたり従事していた職種から事業主が十分な教育訓練を行うことなく別の職種へ配

置転換を行い新たな職種に適応できない場合や労働契約上、職種や勤務場所が特定されている

のにもかかわらず、他の職種への職種転換や遠隔地への転勤を命じられた場合等職種転換等に

適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令（写）など

⑥ 5(1)⑥「事業所移転により通勤困難となった（なる）ため」

事業所移転により通勤困難となった（なる）ために離職した場合が該当します。

【持参いただく資料】事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に

かかる時刻表など

1〜6
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に違反し、又は措置されなかった場合に離職した場合がこれに該当します。

④ 5(1)④「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」

人員整理に伴い、当該事業所の労働者の 3 分の 1 を超える者が離職した場合、事業主が大量

離職届（１か月に 30人以上の離職を予定）をハローワークに提出しなければならないような事

業所の縮小が行われた場合又は行われることが確実であることといった職場の事情を考慮して

離職した場合がこれに該当します。

⑤ 5(1)⑤「職種転換等に適応することが困難であったため」

長期間にわたり従事していた職種から事業主が十分な教育訓練を行うことなく別の職種へ配

置転換を行い新たな職種に適応できない場合や労働契約上、職種や勤務場所が特定されている
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適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令（写）など
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事業所移転により通勤困難となった（なる）ために離職した場合が該当します。

【持参いただく資料】事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に

かかる時刻表など
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労働者の方が職場（事業所）における事情により離職をされた場合がこの区分に該当します。

① 5(1)①「労働条件に係る問題（賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等）が

あったと労働者が判断したため」

賃金の低下、賃金の一定割合が支払期日までに支払われないなどの賃金遅配、事業停止に伴い休

業手当が継続して支払われること、過度な時間外労働など労働条件に重大な問題（実際の労働条

件が採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む。）があったこと、又は事業所におい

て危険もしくは健康被害の発生するおそれのある法令違反等があり、行政機関の指摘にもかかわ

らず改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。
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